
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 借地権設定対価時の経済的利益 

Ｑ：借地権の設定に伴って受ける特別の経

済的利益に関する通達が改正されたそうです

が、どう変わったのですか。 

 

Ａ：特別の経済的利益の額を求めるための

「通常の利率」が、年3.5％から年3.0％に引

き下げられました。この取扱いは平成14年分

の所得税から適用されます。 

【解説】 

 所得税では、借地権の設定等に伴い、通常

の場合に比べて特に有利な条件による金銭の

貸付けその他特別の経済的な利益を受ける場

合には、その利益の額を借地権設定の対価に

加算することとされています。 

 この特別の経済的な利益の額は、次のよう

な手順で求めます。 

① 通常の利率から約定利率を差し引いた利

率の10分の５の利率を求める。 

② 複利現価表で、①の利率による複利現価

率を求める。 

③ 貸付を受けた金額から、その金額に②の

複利現価率を乗じた金額を差し引いた金額

が、特別の経済的な利益の額になります。 

 今回の通達改正では、①の通常の利率が年

3.5％から年3.0％に引き下げられました。 

 例えば無利息で貸付を受ける場合であれば、

年1.5％の利率による複利現価表を使って計

算することになります。市販の解説書には年

1.75％(改正前)の複利現価表が掲載されてい

ることがありますので注意してください。 
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